
 

大学院科目担当に係る業績審査委員会の設置について 

 

 

 

【担当科目】 

博士後期課程 特別研究科目 

「地域経済学特別研究」 （1 年次春/秋 2 単位） 

 

【審査対象者】 

樺 克裕 教授 

 

 

 

 

上記は「青森公立大学大学院科目担当教員について」のうち、第 2 条第 1 項に基づき、

研究科教授会内に審査委員会を設置し、審査対象者の業績評価を行うものである。 

資料 1 



2009 年 11 月 18 日 

（2009 年度第 3 回臨時研究科教授会申し合わせ事項） 

 

青森公立大学大学院科目担当教員について 

 

 大学院の教育研究上必要と認められるとき、以下の基準により専任教員の大学院科目におけ

る授業科目及び研究指導の担当を定める。 

 

１ 博士前期課程科目の担当 

（１）授業科目（「基礎科目」「基幹科目」「展開科目」）を担当するのは、経営経済学研究科の

専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力を有し、次の各号のいずれかに該当する者と

する。 

① 教授 

② 研究科教授会に設ける審査委員会の審査により適任とされた准教授・講師。審査基準は

大学院設置基準第 9 条１の基準に準拠するものとし、別に定める。 

（２）「課題研究指導」を主査として担当するのは、経営経済学研究科の専門分野に関し高度

の教育研究上の指導能力を有し、研究科教授会に設ける審査委員会の審査により適任とさ

れた教授、准教授とする。審査基準は大学院設置基準第 9 条１の基準に準拠するものとし、

別に定める。 

２ 博士後期課程科目の担当 

（１）授業科目（「特別研究科目」「総合演習科目」）を担当するのは、経営経済学研究科の専

門分野に関し高度の教育研究上の指導能力を有し、研究科教授会に設ける審査委員会の審

査により適任とされた教授、准教授とする。審査基準は大学院設置基準第 9 条１の基準に

準拠するものとし、別に定める。 

（２）「論文作成研究指導」を主査として担当するのは、経営経済学研究科の専門分野に関し

高度の教育研究上の指導能力を有し、研究科教授会に設ける審査委員会の審査により適任

とされた教授とする。審査基準は大学院設置基準第 9 条１の基準に準拠するものとし、別

に定める。 

３ 審査委員会の構成 

各項に係る審査委員会は研究科教授会構成員からなる 3 名とし、選出の手続きは別に定め

る。研究指導（「課題研究指導」、「論文作成研究指導」）に係る審査委員会の委員は、原則と

して、当該課程の研究指導担当者とする。 

４ 審査の併合 

同一教員に係る審査委員会は、その審査を併合することができる。 

５ 非常勤講師の科目担当 

非常勤講師の大学院科目担当については、本規定に準じるものとする。 

６ この決定は 2009 年 10 月 1 日より適用する。「学部本務教員の大学院科目担当委嘱につ

いて」（2006 年 1 月 11 日教授会決定）は廃止する。2009 年 10 月 1 日現在、大学院科目を

担当している者は、なお従前の例による。 

以上 
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「青森公立大学大学院科目担当教員について」における審査基準について（申し合わせ） 

 

 各項の審査委員会の審査基準を以下のように定める。 

 

【博士前期課程における准教授・講師の授業科目担当】 

１ 第 1 項(１)②に係る審査の審査基準： 

（イ）担当科目に係る分野における修士または博士の学位を有すること。（またはそれに準ず

ること）。 

（ロ）専門科目の教育歴を 3 年以上有すること。（非常勤講師の経験は、内容により考慮する） 

（ハ）研究書あるいは教科書としての単行著書を有すること、または公表論文を 3 編以上有す

ること、もしくはそれに準ずる業績を有すること。（共著、共同論文は、内容により考

慮する）。 

（ニ）専門分野の国内外の学会またはそれに準ずる研究会等で、複数回報告をしていること。 

 

【博士前期課程の「課題研究指導」担当】 

２ 第１項(２)に係る審査の審査基準： 

（イ）担当科目に係る分野における博士の学位を有すること。（またはそれに準ずること） 

（ロ）専門科目の教育歴を 3 年以上有すること。（非常勤講師の経験は、内容により考慮する）。 

（ハ）研究書としての単行著書を有すること、または公表学術論文（掲載予定を含む）を 3

編以上有すること、もしくはそれに準ずる業績を有すること。（共著、共同論文は、内

容により考慮する）。 

（ニ）専門分野の国内外の学会またはそれに準ずる研究会等で、複数回報告をしていること。 

 

【博士後期課程の授業科目担当】 

３ 第 2 項(１)に係る審査の審査基準： 

（イ）担当科目に係る分野における博士の学位を有すること。（またはそれに準ずること） 

（ロ）専門科目の教育歴を 3 年以上有すること。(非常勤講師の経験は、内容により考慮する)。 

（ハ）研究書としての単行著書を有すること、または公表学術論文（掲載予定を含む）を 3

編以上有すること、もしくはそれに準ずる業績を有すること。（共著、共同論文は、内

容により考慮する）。 

（ニ）専門分野の国内外の学会またはそれに準ずる研究会等で、複数回報告をしていること。 

 

【博士後期課程の「論文作成研究指導」担当】 

４ 第 2 項(２)に係る審査の審査基準： 

（イ）担当科目に係る分野における博士の学位を有すること。（またはそれに準ずること） 

（ロ）専門科目の教育歴を５年以上有すること。（非常勤講師の経験は、内容により考慮する）。 

（ハ）研究書としての単行著書を有すること、または公表学術論文（掲載予定を含む）を５編

以上有すること、もしくはそれに準ずる業績を有すること。（共著、共同論文は、内容

により考慮する）。 

（ニ）専門分野の国内外の学会またはそれに準ずる研究会等で、複数回報告をしていること。 

 

以上 
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